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【検証委員会からの提言を受けて（本書の目的）】 

令和６年（２０２４年）３月８日に熊本市生活保護業務における不適正事案に関する検証委員

会報告書（以下、「報告書」という。）が市長へ提出されました。報告書では、再発防止に向け４

分野２６点について、「短期」「中期」「長期」に区分した具体的な提言がなされ、かつ、この提言

を踏まえた再発防止策をスピーディに講じていくよう示されました。 

 

本書は、それらの提言を踏まえた具体的な改善策を本市として早急に検討し、取りまとめた

ものです。 

今後、これらの改善策を確実に実行していくため、実施状況の確認はもとより、改善策の修

正・追加等も適宜加えながら、より実効性の高い取組とします。また、改善策が定着するまでの

間、実施状況を毎年度公表していくことで、将来にわたり再発防止に取り組みます。 

なお、本書では、報告書で示された再発防止策を以下のとおり実施時期で再整理していま

す。 

 

【短期（速やかな対応を求める）】 

１ 組織的管理及びチェック体制 

① 生活保護基準を超えるまとまった収入が確認され、そのために保護が廃止され

たケースの場合、再申請があったときは、廃止時に想定された生計維持可能期間と

再申請までの期間を照らし、その使用状況について、世帯の状況や病状等も勘案し

ながら調査を徹底すること。 

② 保護廃止時に家計管理に問題が認められるケースについては、生活困窮者自立

支援制度の生活自立支援センターにつなぐなど、切れ目のない支援を行うこと。 

③ 事案発覚後、全区役所保護課において、返還金等となったものだけでなく、今後

返還金等となり得る資産についても返還金等一覧表に記載し、管理することとさ

れたが、今後も引き続き運用を継続し、適正な進捗管理を徹底すること。 

④ 被保護者からの収入等金銭に関わる連絡や保護の変更を要するもの等について

は、連絡を受けた者が直ちにケース記録に記載するなど、ＳＶ等管理監督者が把握

できる仕組みにすること。 

⑤ 返還金等の決定通知については、ＣＷとは別の部署等で全て発送することとし、

被保護者へのフォローアップ等は、ＳＶとＣＷが複数で行うこと。 

⑥ 特別な収入があった場合などは、納付を受ける時だけでなく、状況確認や納付指

導等の場面においても複数で対応すること。 

⑦ 保護課以外の部署に被保護者からの相談窓口を設置するなど、被保護者が疑問

に感じたら相談できるようにすること。 
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２ 被保護者等に対するルールの周知 

① 長期入院患者、施設等入所者へも保護のしおりの配付を徹底すること。併せて

被保護者が入院、入所している施設の職員及び入所者の家族に対しても制度説明

を行うこと。 

② 保護のしおりについて、「ケースワーカーへは現金のほか、通帳及び届出印は

絶対に預けないでください」と言い切る形に見直すとともに、現金の取扱いに疑

問等がある場合の連絡先を確保し、周知すること。 

③ 保護開始時の説明項目にもＣＷが現金等を扱えないことを加え、徹底するこ

と。 

④ 被保護者の判断能力の低下が認められる場合、成年後見制度や社会福祉協議会

の日常生活自立支援事業等の活用を検討すること。 

 

 

 【中期（１年以内に対応を求める）】 

１ 組織的管理及びチェック体制 

⑧ 各種業務管理の一元化や、一覧性を高くするなど工夫し、効率的で実効性のある

進捗管理を行うこと。 

⑨ 私用の携帯電話から電話することはないことを被保護者等に周知すること。 

⑩ 公用携帯電話の導入を検討すること。 

 

３ 知識の向上と職員倫理観の醸成 

① 研修の受講管理を行い、専門的な研修を受けさせ、復命研修により課全体の対

応力向上を図ること。 

② 内部講師による研修のみならず、外部の専門家による研修を行い、幅広い見地

を身に着けられるようにすること。 

③ 全国的な研修などに積極的に参加させ、ＣＷの知識向上と合わせ情報交換等に

よる意欲向上も図ること。 

④ ＣＷ同士が交流し、かつ業務における悩みの共有ができるような研修のあり方

を検討し、実施すること。 

⑤ 被保護世帯の中には、精神疾患や引きこもり、多重債務など多様な問題を抱え

たケースがあることから、業務の助けとするため、専門的な研修を行うなど、対

応力の向上を図ること。 

⑥ 研修等を通じ、行政の持つ権限の強さを理解するとともに、市民に対する丁寧

な説明のほか、公務員としての倫理観の醸成を図ること。 
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４ 働きやすい職場、やりがいが感じられる職場へ 

① ＣＷの悩みの相談体制を検討すること。（保護課ＯＢ職員の雇用や専門相談員

の雇用など） 

② 産業医の面談が受けられる体制をいかし、ＣＷが面談を受けやすい保護課の体

制や風土を構築すること。 

 

  

【長期（段階的に対応を求める）】 

４ 働きやすい職場、やりがいが感じられる職場へ 

③ 早急に社会福祉法で定めるＣＷの標準数を満たす職員を配置すること。 

④ 第７次熊本市定員管理計画では、育児休業等取得職員の代替について常勤職員

の配置に取り組むとされており、保護課ＣＷに優先的に措置すること。 

⑤ 生活保護エキスパートの増員、育成を図り、各区役所保護課への適正配置によ

り、保護課全体の実務スキルの向上や平準化、ＣＷの魅力発信等を行い、職員が

保護課への異動を希望する魅力ある職場を目指すこと。 

⑥ 人材育成の観点からも、ＣＷ経験者等の女性職員を管理監督者へ登用するな

ど、ジェンダーバランスの視点を持つこと。 
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短期（速やかな対応を求める）                                            

 

１ 組織的管理及びチェック体制 

 

【委員会提言①】 

生活保護基準を超えるまとまった収入が確認され、そのために保護が廃止されたケー

スの場合、再申請があったときは、廃止時に想定された生計維持可能期間と再申請まで

の期間を照らし、その使用状況について、世帯の状況や病状等も勘案しながら調査を徹

底すること。 

 

 【具体的改善策】 

  保護申請における事務処理フロー図の中で、再申請の場合は「預貯金等の消費状況を

確認すること」を明示し、組織として必ず確認することを徹底します。 

   

【検証委員会からの提言を踏まえた具体的改善策について】 
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【委員会提言②】 

 保護廃止時に家計管理に問題が認められるケースについては、生活困窮者自立支援制

度の生活自立支援センターにつなぐなど、切れ目のない支援を行う。 

 

【具体的改善策】 

 就労等による経済的な自立による保護廃止の検討会議において、生活自立支援センタ

ーの活用可否について判断を行うとともに、廃止処理確認票に、「生活自立支援センタ

ーへのつなぎ」のチェック項目を設け、必要な方をセンターにつなぎます。 
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【委員会提言③】 

 事案発覚後、全区役所保護課において、返還金等となったものだけでなく、今後返還

金等となり得る資産についても返還金等一覧表に記載し、管理することとされたが、今

後も引き続き運用を継続し、適正な進捗管理を徹底すること。 

 

【具体的改善策】 

 返還金等となり得る資産については、返還金等一覧表への登録を徹底することで、担

当 CW 個人任せにせず組織として返還決定及び納付まで適正な進捗管理を行います。 
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【委員会提言④】 

 被保護者からの収入等金銭に関わる連絡や保護の変更を要するもの等については、連

絡を受けた者が直ちにケース記録に記載するなど、ＳＶ等管理監督者が把握できる仕組

みにすること。 

 

【具体的改善策】 

 不在の CW 宛てにあった被保護者からの連絡で、収入等金銭に関わる連絡など、保護

の変更（決定）を要するものについては、受付管理簿を作成のうえ、SV がその処理状

況を記録し、管理を行います。 
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【委員会提言⑤】 

 返還金等の決定通知については、ＣＷとは別の部署等で全て発送することとし、被保

護者へのフォローアップ等は、ＳＶとＣＷが複数で行うこと。 

 

【具体的改善策】 

返還金等の決定通知については、総務班が発送することとし、発送管理も行います。

なお、説明等が必要な対応困難ケースについては、原則ＳＶが同席し CW と共に被保護

者に説明を行うこととします。 

決定通知の方法については、返還金等一覧表に、発送方法、対応者の欄を設け、確実

に被保護者へ決定通知が届くように進捗管理を行います。 

 

 



11 

 

【委員会提言⑥】 

 特別な収入があった場合などは、納付を受ける時だけでなく、状況確認や納付指導等

の場面においても複数で対応すること。 

 

【具体的改善策】 

 返還等の対象となる収入があった場合は、ＳＶとＣＷによる複数人での対応を状況確

認時から実施することを原則とし、適宜複数人での対応の必要性を SV が判断します。 

また、返還金等検討会議においても対応状況を確認するとともに、返還額や納付方法

等についてＳＶが被保護者に直接説明を行います。 
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【委員会提言⑦】 

保護課以外の部署に被保護者からの相談窓口を設置するなど、被保護者が疑問に感じ

たら相談できるようにすること。 

 

【具体的改善策】 

  現金（通帳、届出印を含む）の取扱いについて、保護課の対応に疑問を感じた場合の

相談窓口を保護管理援護課に設置し被保護者からの相談に対応します。 

  また、保護のしおり、収入申告書・資産申告書の各様式に掲載し、被保護者へ周知し

ます。 

  保護のしおり及び収入申告書については令和６年（２０２４年）４月より掲載を開始

しました。なお、資産申告書については、令和６年（２０２４年）１２月から掲載を行

います。 

 

  記載例 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当ケースワーカーの現金等取扱いについて】 

担当ケースワーカーは現金の取扱いをする権限がありません。また、預貯金通帳

とその届出印も一切預かることはありません。なお、ケースワーカーによる現金の

取扱いについて 対応等に疑問を感じたら、次の相談窓口まで連絡してください。 

《 相談窓口：熊本市保護管理援護課 電話 ０９６－３２８－２２９９》 

 

 

 保護のしおり 
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収入申告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資産申告書 
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２ 被保護者等に対するルールの周知 

 

【委員会提言①】 

 長期入院患者、施設等入所者へも保護のしおりの配付を徹底すること。併せて被保護

者が入院、入所している施設の職員及び入所者の家族に対しても制度説明を行うこと。 

 

【具体的改善策】 

 長期病状調査の実施時や、施設への定期訪問時に保護のしおりを持参し、被保護者に

配付し説明するとともに、施設担当者に対してもしおりを配付し制度説明を行います。 

 また、熊本市生活保護業務マニュアル（長期病状調査）の見直しを行い、長期病状調

査時には、必ず施設担当者にも保護のしおりを配付し、ケースワーカーは現金の取扱い

はできない等の説明を行います。 
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【委員会提言②】 

保護のしおりについて、「ケースワーカーへは現金のほか、通帳及び届出印は絶対に

預けないでください」と言い切る形に見直すとともに、現金の取扱いに疑問等がある場

合の連絡先を確保し、周知すること。 

 

【具体的改善策】 

  保護のしおりについては、令和 6 年度（２０２４年度）版から、CW は現金の取り扱

いをする権限がない旨、及び CW が通帳とその届出印を預かることは一切ない旨、並び

に現金の取扱いについて CW の対応に疑問を感じた場合は保護管理援護課に連絡するよ

う記載しました。 

「絶対に預けないでください」の記載については、現金取扱いの権限がある保護課総

務班職員が家庭訪問により徴収する場合があり、被保護者に誤解を与える可能性がある

ことから、引き続き検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 保護のしおり 
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【委員会提言③】 

 保護開始時の説明項目にもＣＷが現金等を扱えないことを加え、徹底すること。 

 

【具体的改善策】 

  開始処理確認票の「保護のしおり」の項目に「ＣＷは現金を取り扱えないこと」を追

記し、被保護者への説明とＳＶによる確認を徹底します。 
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【委員会提言④】 

 被保護者の判断能力の低下が認められる場合、成年後見制度や社会福祉協議会の日常

生活自立支援事業等の活用を検討すること。 

 

【具体的改善策】 

  令和 4 年度（２０２２年度）及び令和 5 年度（２０２３年度）に高齢福祉課による

「権利擁護・成年後見制度について」の研修を各区役所保護課職員向けに開催しまし

た。今後も継続して CW の成年後見制度等への理解の促進に努めるとともに、関係部局

及び関係者と連携を図りながら、被保護者の状態に応じ同制度の活用を進めていきま

す。 
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【中期（１年以内に対応を求める）】                                         

 

１ 組織的管理及びチェック体制 

 

【委員会提言⑧】 

 各種業務管理の一元化や、一覧性を高くするなど工夫し、効率的で実効性のある進捗

管理を行うこと。 

 

 【具体的改善策】 

  各種進捗管理表について、紙媒体による管理のものは年間訪問計画表の綴りに一元化

し、電子管理のものは管理フォルダの場所を統一することで、組織的な管理を徹底しま

す。 

また今後、全区役所保護課で効率的で実効性のある進捗管理様式の統一化についても

検討します。 
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【委員会提言⑨⑩】 

⑨ 私用の携帯電話から電話することはないことを被保護者等に周知すること。 

⑩ 公用携帯電話の導入を検討すること。 

 

 【具体的改善策】 

  令和 6 年度（２０２４年度）中に公用携帯電話を導入します。 

また、導入に合わせ、私用の携帯電話から電話することはない旨、保護のしおりへの

記載や個別にチラシを送付するなどの具体的な周知方法等について検討します。 
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３ 知識の向上と職員倫理観の醸成 

 

 【委員会提言①】 

研修の受講管理を行い、専門的な研修を受けさせ、復命研修により課全体の対応力向

上を図ること。 

 

 【具体的改善策】 

  保護課職員を対象とした外部研修への参加について、専門研修等の研修計画を立てた

上で積極的に受講勧奨を行うとともに、受講結果については管理表を作成のうえ適切に

管理し、受講の偏り等を防いで組織全体の底上げにつなげます。 
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【委員会提言②】 

内部講師による研修のみならず、外部の専門家による研修を行い、幅広い見地を身に

着けられるようにすること。 

 

【具体的改善策】 

  令和６年度（２０２４年度）中に生活保護等に精通した外部講師による研修を企画・

開催するとともに、次年度以降も継続して実施していきます。 
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【委員会提言③】 

全国的な研修などに積極的に参加させ、ＣＷの知識向上と合わせ情報交換等による意

欲向上も図ること。 

 

【具体的改善策】 

  生活保護に関する全国的な研修に CW を参加させ、知識向上と意欲向上を図ります。

合わせて、復命研修を行わせ、保護課全体の知識向上に努めます。 

 

  令和 6 年度（２０２４年度）から、市町村アカデミーに CW を派遣し、中堅 CW 研修

等において、研修報告を行います。また、厚生労働省が主催するＣＷ研修のほか、ＳＶ

研修へも派遣を行うこととし、毎年全区から全国研修への参加を行うようにします。 

  

 〇令和６年度 全国研修派遣予定（※カッコ内は派遣区） 

・５月２９日 ～ ５月３１日  新任査察指導員研修会（南区・北区） 

・６月１７日 ～ ６月２１日  ＣＷ向け市町村アカデミー実施研修（中央区） 

・８月実施予定（２日間）    生活保護担当ＣＷ全国研修会（西区） 

・１１月１８日 ～ １１月２２日   ＣＷ向け市町村アカデミー実施研修（東区） 
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【委員会提言④】 

ＣＷ同士が交流し、かつ業務における悩みの共有ができるような研修のあり方を検討

し、実施すること。 

 

【具体的改善策】 

  令和 6 年度（２０２４年度）より、新任 CW 研修を各区役所保護課共同により開催し

ます。また、対応困難事例等のグループワークを積極的に取り入れるなど、CW 同士の

コミュニケーションが活発になるような研修を企画・実施します。 
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【委員会提言⑤】 

被保護世帯の中には、精神疾患や引きこもり、多重債務など多様な問題を抱えたケー

スがあることから、業務の助けとするため、専門的な研修を行うなど、対応力の向上を

図ること。 

 

【具体的改善策】 

  こころの健康センターや外部機関等が実施する精神疾患や多重債務など専門的な研修

へ積極的に参加させ、対応力の向上に努めます。 
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 【委員会提言⑥】 

研修等を通じ、行政の持つ権限の強さを理解するとともに、市民に対する丁寧な説明

のほか、公務員としての倫理観の醸成を図ること。 

 

【具体的改善策】 

  研修や管理監督者の指導を通じ、公務員としての倫理観の醸成を図ります。 

全職員への周知については、令和 6 年（２０２４年）３月１２日に健康福祉局長名で

全庁掲示板により委員会報告書及び報告書概要版を周知しました。 

また、令和 6 年度（２０２４年度）以降の全職員向け倫理研修へ本事例を取り上げる

こととしており、総務課コンプライアンス推進室と連携して取り組みます。 
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４ 働きやすい職場、やりがいが感じられる職場へ 

 

【委員会提言①】 

ＣＷの悩みの相談体制を検討すること。（保護課ＯＢ職員の雇用や専門相談員の雇用

など） 

 

【具体的改善策】 

   アンケート等を活用し、面談を希望する者及び面談が必要と判断される者について、

本庁の保護管理援護課に配置された再任用職員が面談を実施するなど、CW からの相談

に対応する体制整備に努めます。 

また、各区役所保護課内においては、１on１ミーティング等を活用し、課内のコミュ

ニケーションの活性化に努め、誰にでも相談しやすい職場風土の構築に努めます。 
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【委員会提言②】 

産業医の面談が受けられる体制をいかし、ＣＷが面談を受けやすい保護課の体制や風

土を構築すること。 

 

【具体的改善策】 

  管理監督職が常に職員の勤務状況を把握するとともに、随時 CW 全員との面談を行

い、業務に関することのみならず少しでも悩みを抱えている様子が伺えた場合は、積極

的に産業医の面談を受けるよう勧奨するなど、職員のメンタルヘルス対策を積極的に推

進する職場風土の醸成を図ります。 
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【長期（段階的に対応を求める）】                                         

 

４ 働きやすい職場、やりがいが感じられる職場へ 

 

【委員会提言③】 

早急に社会福祉法で定めるＣＷの標準数を満たす職員を配置すること。 

 

【具体的改善策】 

  令和 5 年（２０２３年）２月に定めた第 7 次熊本市定員管理計画に基づき人員体制を

強化することとしており、令和６年度（２０２４年度）において、１４名増員となりま

した。令和７年度（２０２５年度）以降についても、人事部局と連携し、CW の標準数

の確保に取り組みます。 

 

  令和６年度（２０２４年度）ＣＷ配置状況 

  

 

標準数 R5配置数（A） R6配置数（B）
増減

（B－A)

中央区 51 38 42 4

東区 36 30 32 2

西区 22 18 21 3

南区 15 13 15 2

北区 24 20 23 3

合計 148 119 133 14

※ 標準数については、令和６年４月１日現在の被保護世帯数より算出。 
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【委員会提言④】 

第７次熊本市定員管理計画では、育児休業等取得職員の代替について常勤職員の配置

に取り組むとされており、保護課ＣＷに優先的に措置すること。【長期】 

 

【具体的改善策】 

  令和６年（２０２４年）４月時点において、中央区役所保護課にて育児休業中の代替

職員として、１名の正規職員が配置されました。育児休業の取得状況や事業の進捗状況

等に関し、随時人事部局と情報連携を行い、適切な人員配置に努めます。 
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【委員会提言⑤】 

生活保護エキスパートの増員、育成を図り、各区役所保護課への適正配置により、保

護課全体の実務スキルの向上や平準化、ＣＷの魅力発信等を行い、職員が保護課への異

動を希望する魅力ある職場を目指すこと。 

 

【具体的改善策】 

生活保護エキスパート職員による協議体を設置し、保護課全体のスキル向上や平準化

に向けた取組を進めます。 

また、保護課の魅力を発信することで、職員が保護課への異動を希望する魅力ある職

場を目指します。 

  なお、各区役所保護課への適正配置については、引き続き人事部局と連携して進めて

いきます。 

 

  ※生活保護エキスパート職員数について 

   

  令和５年度（２０２３年度）    令和６年度（２０２４年） 

  ６名               ８名 

  （職位別内訳）          （職位別内訳） 

   課長級・・・・・・１名      課長級・・・・・・１名 

                    課長補佐・・・・・１名（※） 

   査察指導員・・・・４名      査察指導員・・・・５名 

   ケースワーカー・・１名      ケースワーカー・・１名 

                    ※令和５年度査察指導員より１名課長補佐へ 
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【委員会提言⑥】 

人材育成の観点からも、ＣＷ経験者等の女性職員を管理監督者へ登用するなど、ジェ

ンダーバランスの視点を持つこと。 

 

【具体的改善策】 

  令和５年度（２０２３年度）においては、女性ＳＶは０名でしたが、令和６年度（２

０２４年度）から、東区役所保護課に１名配置しました。 

今後もジェンダーバランスの視点から、ＣＷ経験者等の女性職員について、管理監督

職への更なる配置を人事部局と連携し、推進していきます。 

 


